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「
気
候
変
動
」、「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、

普
通
に
飛
び
交
う
時
代
と
な
っ
た
。
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
で
あ
る
。

昨
年
９
月
に
開
催
さ
れ
た
「
国
連
気
候
ア
ク
シ
ョ
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
９
」

に
お
け
る
16
歳
の
少
女
「
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
」
さ
ん
の
演
説
は
、
い
さ

さ
か
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
印
象
を
受
け
た
が
、
世
界
中
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
た
。

　
私
は
、
少
年
時
代
に
読
ん
だ
Ｓ
Ｆ
短
編
小
説
を
想
起
し
た
。
環
境
破
壊
が
進

み
、
化
石
燃
料
の
使
用
が
全
面
禁
止
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
人
類
は
自
分
た
ち

自
身
が
走
っ
て
出
せ
る
最
高
速
度
（
１
０
０
ｍ
を
約
10
秒

≒

36
ｋ
ｍ
／
ｈ
）
以

上
の
ス
ピ
ー
ド
を
出
す
乗
り
物
は
、
生
理
的
に
受
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
一
切
乗
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
こ
数
年
、
環
境
破
壊
に
よ
っ
て
住
め
な
く
な
っ
た
地
球
を
人
類
が
脱
出
す
る

と
い
う
Ｓ
Ｆ
映
画
も
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
私
た
ち
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｆ
の
世
界
の
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
に

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　
現
実
に
、
年
々
夏
の
暑
さ
は
厳
し
さ
を
増
し

て
お
り
、
熱
中
症
で
亡
く
な
る
方
は
後
を
絶
た
な
い
。
集
中
豪
雨
や
南
洋
か
ら

襲
来
す
る
台
風
は
強
大
化
し
続
け
、
こ
こ
数
年
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
加
え
て
、
こ
こ
富
山
の
平
野
部
で
は
、
二
年
連
続
で
ま
と
ま
っ
た
積
雪

が
な
か
っ
た
。

　
ブ
ラ
ッ
ク
労
働
や
低
賃
金
も
し
か
り
だ
が
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
日
本
人
に

は
厳
し
い
環
境
に
対
す
る
耐
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
自
身
も
夏
の
暑

さ
に
耐
性
が
つ
い
て
き
た
の
で
は
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
自
分
た
ち

が
「
茹
で
ガ
エ
ル
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
日
が
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
昨
年
９
月
19
日
、世
界
の
主
要
機
関
投
資
家
５
１
５
機
関
が
、前
述
の
サ
ミ
ッ

ト
に
参
加
す
る
各
国
政
府
に
対
し
Ｃ
Ｏ
２
削
減
目
標
を
引
き
上
げ
る
よ
う
求
め

る
な
ど
の
共
同
宣
言
を
行
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
空
気
中
か
ら
Ｃ
Ｏ
２
を

除
去
す
る
な
ど
の
環
境
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ

ス
・
シ
ー
ン
を
喚
起
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。

　
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
潮
流
か
ら
目
を
逸
ら
し
が
ち
で

詳
細
に
は
伝
え
て
く
れ
な
い
が
、
冷
静
に
見
極
め
な
が
ら
、
日
本
政
府
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
私
た
ち
自
身
も
で
き
る
こ
と
は
徹
底
的
に
行
動
し
て
い
く
覚
悟

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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博
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さ
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１　

２
０
２
０
年
度
政
府
予
算
に
つ
い
て

⑴
2
0
1
9
年
度
補
正
予
算

　

ま
ず
１
月
30
日
に
成
立
し
た
総

額
３
兆
１
、９
４
６
億
円
の
２
０

１
９
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
２
点

触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆�

交
付
税
の
減
収
を
補
て
ん

　

第
１
に
地
方
交
付
税
の
7
、

３
４
９
億
円
の
減
額
補
て
ん
で
す
。

地
方
交
付
税
の
原
資
は
国
税
５
税

の
一
定
割
合
、
つ
ま
り
所
得
税
、
法

人
税
、
酒
税
、
消
費
税
、
地
方
法

人
税
の
法
定
率
分
で
、
国
税
の
当

初
見
込
み
に
基
づ
い
て
積
算
さ
れ

ま
す
。
２
０
１
９
年
度
は
所
得
税
、

法
人
税
、
消
費
税
な
ど
で
マ
イ
ナ
ス

２
兆
３
、１
５
０
億
円
の
下
振
れ
が

見
込
ま
れ
、
こ
の
結
果
、
交
付
税

分
で
７
、３
４
９
億
円
の
減
収
見
通

し
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

２
０
１
８
年
度
の
国
税
決
算
剰
余

金
を
一
部
充
当
し
た
上
で
、
６
、

４
９
６
億
円
を
一
般
会
計
よ
り
補
て

ん
す
る
こ
と
で
当
初
の
総
額
を
確

保
し
ま
し
た
。

　

後
ほ
ど
２
０
２
０
年
度
の
交
付

税
総
額
の
財
源
確
保
が
実
質
的
に

厳
し
い
こ
と
に
触
れ
ま
す
が
、

２
０
１
９
年
度
も
実
は
厳
し
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
な
お
、
補
て
ん

分
に
つ
い
て
は
２
０
２
１
年
度
よ
り

10
年
間
に
わ
た
り
、
交
付
税
総
額

か
ら
差
し
引
い
て
精
算
す
る
の
で
、

後
年
度
の
交
付
税
総
額
に
も
影
響

を
与
え
ま
す
。

◆�

15
カ
月
予
算
の
か
ら
く
り
で

　

防
衛
費
拡
張

　

第
2
に
い
わ
ゆ
る
15
カ
月
予
算

で
防
衛
費
の
実
質
的
な
拡
張
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
15
カ
月
予

算
と
は
、
前
年
度
の
１
月
か
ら
３

月
の
補
正
予
算
と
翌
年
度
予
算
を
、

事
実
上
一
体
的
と
し
て
編
成
し
、
予

算
執
行
を
切
れ
目
な
く
す
る
予
算

の
手
法
で
す
。
そ
れ
は
単
年
度
主

義
を
原
則
と
す
る
政
府
予
算
の
欠

点
を
補
う
面
が
あ
り
ま
す
が
、
当

初
予
算
で
は
計
上
し
に
く
い
事
業

を
紛
れ
込
ま
せ
た
り
、
健
全
財
政

に
見
せ
た
り
す
る
隠
れ
蓑
と
な
る

手
段
と
も
な
り
ま
す
。

　

補
正
予
算
の
項
目
に
は
「
防
災
・

減
災
、
国
土
強
靱
化
の
強
力
な
推

進
」
や
「
国
民
の
安
全
・
安
心
の

確
保
」
と
し
て
４
、２
８
７
億
円
の

防
衛
省
予
算
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、こ
の
う
ち
３
、

８
０
７
億
円
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
購

入
し
た
「
兵
器
ロ
ー
ン
」
の
返
済
で

す
。
こ
の
な
か
に
は
ア
メ
リ
カ
の
最

で
は
補
正
予
算
を
作
成
で
き
る

ケ
ー
ス
と
し
て
「
予
算
の
作
成
後
に

生
じ
た
事
由
に
基
づ
き
特
に
緊
要

と
な
っ
た
経
費
の
支
出
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
兵
器
ロ
ー
ン
が
「
緊
要
な

経
費
」
と
い
え
る
の
か
甚
だ
疑
問

で
す
。

⑵
2
0
2
0
年
度
当
初
予
算

◆
幼
保
無
償
化
な
ど
で

　

過
去
最
高
水
準

　

２
０
２
０
年
度
の
政
府
一
般
会
計

予
算
の
概
要
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

予
算
規
模
は
１
０
２
兆
６
、５
８

０
億
円
と
前
年
度
を
１
兆
２
、０
０

９
億
円
上
回
っ
て
過
去
最
高
水
準

と
な
り
ま
し
た
。
主
に
昨
年
10
月

の
消
費
増
税
に
と
も
な
う
幼
保
無

償
化
や
高
等
教
育
無
償
化
な
ど
社

会
保
障
や
教
育
費
な
ど
の
充
実
が

寄
与
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
や
「
防

災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め

の
３
カ
年
緊
急
対
策
」
な
ど
の
増

税
に
と
も
な
う
経
済
対
策
も

１
兆
７
、７
８
８
億
円
と
予
算
総
額

講演／ 2020年富山県地方財政セミナー

新
兵
器
を
い
わ
ば
言
い
値
で
購
入

す
る
「
対
外
有
償
軍
事
援
助
」
に

基
づ
く
債
務
が
半
分
程
度
占
め
て

お
り
、
そ
の
累
積
額
は
年
々
増
加

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
当
初
予

算
に
計
上
す
る
と
、
新
規
の
事
業

費
を
盛
り
込
む
枠
が
狭
ま
っ
て
し

ま
う
た
め
、
補
正
予
算
に
逃
が
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

当
初
予
算
を
健
全
財
政
に
見
せ

る
と
い
う
の
は
、
当
初
予
算
で
見
た

目
の
予
算
規
模
を
抑
制
し
た
り
、

公
債
発
行
を
補
正
予
算
に
振
っ
た

り
す
る
こ
と
で
当
初
の
借
金
を
少

な
く
装
う
手
法
で
す
。
こ
こ
２
年

間
は
当
初
予
算
ベ
ー
ス
で
１
０
０
兆

円
で
し
た
が
、
２
０
１
６
年
度
や

２
０
１
８
年
度
も
当
初
と
補
正
の

予
算
を
あ
わ
せ
る
と
す
で
に
１
０

０
兆
円
を
超
え
た
こ
と
も
あ
り
、

当
初
予
算
の
規
模
を
抑
え
て
補
正

で
膨
ら
ま
せ
る
手
法
は
常
態
化
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
補
正
予
算
は
政
策

の
都
合
で
柔
軟
に
編
成
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
財
政
法
第
29
条

　

本
日
は
２
０
２
０
年
度
の
政
府
予
算
に
触
れ
な
が
ら
、
新
年
度
の
地
方
財

政
計
画
の
概
要
と
要
点
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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を
押
し
上
げ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
る
地
方

交
付
税
交
付
金
等
は
、
交
付
税
原

資
の
国
税
４
税
の
減
収
見
通
し
で

前
年
度
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。

　

一
方
、
歳
入
は
税
収
が
63
兆
５
、

１
３
０
億
円
と
前
年
度
を
１
兆
１

８
０
億
円
上
回
っ
て
い
ま
す
が
、
ほ

◆
歳
出
の
注
目
点

　

新
規
に
地
域
社
会
再
生
事
業
費

　

ほ
か

　

地
財
計
画
の
規
模
を
決
定
し
て

い
る
歳
出
で
は
、
特
に
一
般
行
政
経

ぼ
消
費
増
税
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

国
の
借
金
で
あ
る
公
債
金
は
特

例
公
債
の
発
行
を
抑
制
し
た
こ
と

で
、
総
額
で
は
１
、０
４
３
億
円
減

少
し
て
お
り
、
健
全
財
政
に
見
え

ま
す
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に

補
正
予
算
で
公
債
発
行
が
増
え
る

傾
向
に
あ
り
、
当
て
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

費
の
充
実
と
維
持
補
修
費
に
お
け

る
別
枠
の
経
費
計
上
が
注
目
さ
れ

ま
す
。

　

社
会
保
障
関
係
費
な
ど
の
ソ
フ

ト
部
門
の
経
費
を
計
上
す
る
一
般
行

す
。
通
常
、
地
方
税
が
伸
び
る
と

財
源
不
足
が
縮
小
す
る
た
め
交
付

税
総
額
は
減
少
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
が
、
社
会
保
障
経
費
な
ど
の

増
加
や
偏
在
是
正
効
果
に
よ
る
経

費
の
上
積
み
な
ど
で
財
源
保
障
枠

を
大
き
く
伸
ば
し
た
結
果
で
す
。

◆
財
源
不
足
は
拡
大

　

た
だ
し
、
財
源
不
足
は
４・５
兆

円
と
３
年
ぶ
り
に
増
加
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
交
付
税
原
資
と
な
る

国
税
の
見
込
み
が
厳
し
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。
一
般
会
計
か
ら

繰
り
入
れ
ら
れ
る
地
方
法
人
税
以

外
の
国
税
４
税
は
、
総
額
で
15
・

１
兆
円
と
前
年
度
を
０・２
兆
円
下

回
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
財
計

画
は
拡
大
し
た
も
の
の
、
主
な
交

付
税
原
資
の
伸
び
は
厳
し
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
残
り

の
交
付
税
特
別
会
計
に
直
接
繰
り

入
れ
る
地
方
法
人
税
が
消
費
増
税

に
と
も
な
い
税
率
を
引
き
上
げ
１
・

５
兆
円
確
保
し
た
こ
と
で
、
財
源

不
足
の
拡
大
は
小
幅
に
抑
え
る
こ

と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

政
経
費
は
40・４
兆
円
で
、
こ
の
う

ち
補
助
事
業
は
22・７
兆
円
で
、
社

会
保
障
関
係
費
の
自
然
増
や
消
費

増
税
に
と
も
な
う
幼
保
無
償
化
や

高
等
教
育
無
償
化
な
ど
で
大
き
く

伸
び
て
い
ま
す
。

　

ま
た
単
独
事
業
に
つ
い
て
は
、
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
や

従
来
別
枠
で
あ
っ
た
重
点
課
題
対

応
分
の
移
行
で
、
14・８
兆
円
と
前

年
度
を
２・１
％
上
回
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
単
独
事
業
の
別
枠
計
上

　

こ
れ
に
対
す
る
地
財
対
策
は
図

表
１
左
側
の
通
り
で
す
。
一
般
会
計

か
ら
の
交
付
税
加
算
は
「
既
往
法

定
分
」
０・５
兆
円
で
、
過
去
の
国

の
経
済
対
策
や
税
制
改
正
に
と
も

な
う
地
方
の
負
担
や
減
収
を
法
律

に
基
づ
い
て
補
て
ん
す
る
分
で
す
。

一
般
会
計
以
外
か
ら
の
加
算
は
交

付
税
特
別
会
計
剰
余
金
が
０・１
兆

円
。
こ
れ
は
交
付
税
特
別
会
計
借

入
金
の
償
還
利
払
い
の
予
算
剰
余

金
で
、
定
番
と
な
っ
て
い
る
財
源
対

策
で
す
。
そ
の
ほ
か
地
方
債
の
増

発
で
は
建
設
地
方
債
の
起
債
充
当

率
の
上
乗
せ
分
で
あ
る
財
源
対
策

債
が
０・
77
兆
円
、
臨
財
債
が
３
・

１
兆
円
で
す
。

　
一
昨
年
ま
で
は
総
務
と
財
務
両
省

の
取
り
決
め
に
よ
り
財
源
不
足
を

国
と
地
方
で
折
半
す
る
「
折
半
ル
ー

ル
」
が
適
用
さ
れ
、
地
方
側
は
臨
財

債
の
新
規
発
行
に
よ
り
こ
れ
に
対

応
し
て
い
ま
し
た
が
、
財
源
不
足
が

縮
小
し
て
い
る
こ
と
か
ら
２
０
２
０

年
度
も
昨
年
に
引
き
続
き
折
半

ル
ー
ル
が
解
消
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
あ
る
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
事
業
費
」
は
同
額
、
新
規
経
費

と
し
て
「
地
域
社
会
再
生
事
業
費
」

０・４
兆
円
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
維
持
補
修
費
に

緊
急
浚
渫
推
進
事
業
費
が
新
た
に

計
上
さ
れ
た
こ
と
も
２
０
２
０
年

度
の
特
徴
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
中
心
に
詳
し
く
み
て

い
き
ま
す
。

２　

２
０
２
０
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
概
要

◆�

過
去
最
高
の
地
財
計
画
・
一
般

財
源
総
額
等
の
規
模

　

さ
て
、
本
論
と
な
る
新
年
度
の
地

財
計
画
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

　

図
表
１
は
地
財
計
画
と
地
財
対

策
の
全
体
像
を
通
常
収
支
分
に
つ

い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

地
財
規
模
は
90・７
兆
円
と
８
年
連

続
で
増
加
し
、過
去
最
高
水
準
で
す
。

　

財
源
保
障
の
肝
と
な
る
一
般
財

源
総
額
は
63・４
兆
円
と
11
年
連
続

で
増
加
。
不
交
付
団
体
の
水
準
超

経
費
を
除
く
実
質
的
な
一
般
財
源

も
61・８
兆
円
で
、
い
ず
れ
も
過
去

最
高
水
準
で
す
。
今
回
は
一
般
財

源
総
額
の
伸
び
率
が
特
徴
的
で
、

総
額
が
１・２
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

水
準
超
経
費
を
除
く
と
１・８
％
と

後
者
が
上
回
っ
て
お
り
、
交
付
団

体
の
一
般
財
源
の
充
実
が
図
ら
れ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に

は
後
に
触
れ
る
偏
在
是
正
効
果
が

効
い
て
い
ま
す
。

　

地
方
交
付
税
総
額
は
16
・
６
兆
円

と
２
年
連
続
で
伸
び
て
お
り
、
臨

時
財
政
対
策
債
（
以
下
「
臨
財
債
」

と
呼
ぶ
）
を
含
め
た
実
質
額
で
み

て
も
１・５
％
の
プ
ラ
ス
の
伸
び
で

３　

歳
出
の
詳
細

⑴
会
計
年
度
任
用
職
員
の

　

導
入

◆
期
末
手
当
の
支
給
な
ど

　

処
遇
改
善

　

２
０
１
７
年
５
月
に
公
布
さ
れ
た

改
正
地
方
公
務
員
法
・
地
方
自
治

法
に
も
と
づ
き
、
今
年
４
月
よ
り

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入

さ
れ
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
大

半
が
こ
の
制
度
の
職
員
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職

員
に
対
す
る
期
末
手
当
の
支
給
な

ど
の
処
遇
改
善
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

　

総
務
省
は
昨
年
前
半
か
ら
、
制

度
導
入
に
と
も
な
う
必
要
経
費
に

つ
い
て
実
態
調
査
を
通
じ
て
地
財

計
画
に
反
映
さ
せ
る
と
明
言
し
て

お
り
、
今
回
、
初
年
度
の
期
末
手

当
１・７
カ
月
分
を
前
提
と
し
て
計

上
さ
れ
る
金
額
や
計
上
項
目
の
扱

い
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

地財対策
〇一般会計交付税加算既往

法定分等0.5
〇一般会計以外からの交付

税加算
　交付税特会剰余金0.1
〇地方債増発
　財源対策債0.77（▲2.5％）
　臨時財政対策債3.1
　（▲3.6％）

＊ （図中の数字は兆円。カッコ
内は前年度増減率、▲はマイ
ナス）

＊四捨五入の関係で積み上げが
合計と一致しない箇所あり

〇一般財源総額
　　　　　　63.4兆円（1.2％）
　（水準超経費除き）
　　　　　　61.8兆円（1.8％）
〇地方交付税総額
　　　　　　16.6兆円（2.5％）
　（臨財債含む実質額）
　　　　　　19.7兆円（1.5％）
〇地方債合計9.3兆円（▲1.6％）

歳　入
財源不足
4.5（2.7％）
地方交付税法定率分
16.8（3.5％）
　国税減額補正▲0.2
　交付税特会償還金▲0.5
　同特会借入利払い▲0.08
実質的な法定率分
16.0（3.7％）
地方債（臨時財政対策債等除
く通常債）5.4（▲0.2％）

地方税40.9（1.9％）
地方譲与税2.6（▲3.8％）

地方特例交付金0.2（▲53.8％）

国庫支出金15.2（3.4％）

その他
5.9（▲0.7％）

歳　出
給与関係経費
20.3（▲0.2％）
うち退職手当以外
18.8（▲0.0％）
一般行政経費
　　　　40.4（5.1％）
うち補助22.7（5.8％）
うち単独14.8（2.1％）
うち、まち・ひと・しごと創
生事業費1.0（前年度同）
うち、地域社会再生事業費
　　　　0.4（皆増）
投資的経費
12.8（▲2.0％）
直轄・補助6.6（▲3.7％）
単独事業6.1（前年度同）
うち緊急自然災害防止対策事
業費0.3（前年度同）
維持補修費1.4（7.5％）
うち、緊急浚渫推進事業費0.1

（皆増）

公債費11.7（▲1.8％）

その他4.2（▲8.7％）
うち、水準超経費1.7（▲17.2％）

地財計画規模　90.7兆円（1.3％）

図表１ 2020年度地財計画と地財対策の全体像�（通常収支分　単位：兆円）
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そ
の
結
果
、
一
般
行
政
経
費
の
単

独
事
業
で
１
、６
９
０
億
円
、
病
院

な
ど
の
公
営
企
業
へ
の
繰
出
金
を

通
じ
た
人
件
費
分
で
48
億
円
、
計

１
、７
３
８
億
円
と
な
り
ま
し
た
。

⑵
幼
保
無
償
化
の
平
年
度
化

　

２
０
２
０
年
度
の
消
費
増
税
の

平
年
度
化
に
と
も
な
い
、
幼
保
無

償
化
の
平
年
度
化
分
の
経
費
が
地

財
計
画
に
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

幼
保
無
償
化
は
、
安
倍
内
閣
が

２
０
１
７
年
12
月
に
閣
議
決
定
し

た「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

の
一
環
と
し
て
、
消
費
増
税
分
の
使

途
を
見
直
し
て
打
ち
出
し
た
政
策

で
、
３
か
ら
５
歳
児
に
つ
い
て
は
所

得
制
限
な
し
、
０
か
ら
２
歳
児
に
つ

い
て
は
低
所
得
者
が
対
象
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

に
わ
か
作
り
の
政
策
ゆ
え
に
、
政

府
が
後
出
し
で
地
方
負
担
を
求
め

た
結
果
、地
方
か
ら
の
反
発
を
受
け
、

最
終
的
に
全
額
自
治
体
負
担
の
公

立
保
育
所
を
除
き
、
幼
稚
園
、
保

育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
そ
の
他
認

可
外
保
育
所
等
の
無
償
化
分
２
分

の
１
を
都
道
府
県
、
市
町
村
で
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

２
０
１
９
年
度
の
半
年
分
は
全

額
国
費
負
担
と
な
っ
た
た
め
、
地

地
財
計
画
の
資
料
に
は
「
期
末
手

当
の
支
給
等
」
と
な
っ
て
お
り
、
期

末
手
当
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば

フ
ル
タ
イ
ム
職
員
の
諸
手
当
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま

財
計
画
で
も
地
方
負
担
分
は
計
上

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
２
０

２
０
年
度
か
ら
は
地
方
負
担
分
が

地
財
計
画
に
計
上
さ
れ
ま
す
。

　

図
表
２
は
２
０
２
０
年
度
の
新

し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
概
要

で
す
。

　

幼
保
無
償
化
の
予
算
総
額
は
８
、

８
５
８
億
円
で
地
方
負
担
は
５
、

４
４
８
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
金
額
は
前
年
度
に
国
が
肩
代
わ

り
し
た
地
方
負
担
分
２
、３
４
９
億

円
の
２
倍
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
昨

年
末
に
無
償
化
予
算
が
不
足
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
経
費
を
充
実
さ

せ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
地
方
交
付
税
で
は
社
会

福
祉
費
に
お
い
て
算
定
さ
れ
、
認

可
、
認
可
外
に
か
か
わ
ら
ず
入
所

の
実
態
に
即
し
た
算
定
内
容
と
な

る
予
定
で
す
。

⑶
地
域
社
会
再
生
事
業
費

◆
地
域
社
会
の
持
続
可
能
性
を

　

確
保

　

一
般
行
政
経
費
単
独
事
業
の
別

す
が
、
そ
の
内
訳
は
明
ら
か
で
は
な

く
、
実
態
調
査
が
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

地
方
六
団
体
な
ど
は
財
源
確
保

に
関
し
て
評
価
し
て
い
ま
す
が
、
こ

の
間
の
新
聞
報
道
で
は
期
末
手
当

の
支
給
と
引
き
換
え
に
月
額
報
酬

を
引
き
下
げ
る
自
治
体
が
散
見
さ

れ
、
財
源
保
障
に
対
し
て
懐
疑
的

な
現
場
の
状
況
も
垣
間
見
ら
れ
ま

す
。

◆
給
料
の
削
減
は
不
適
切

　

た
だ
し
、
高
市
総
務
大
臣
の
国

会
答
弁
な
ど
で
は
「
財
政
上
の
制

約
の
み
を
理
由
に
、
新
た
に
期
末

手
当
を
支
給
す
る
一
方
で
、
給
料
や

報
酬
を
削
減
す
る
こ
と
は
適
切
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
見
解
を

示
し
て
お
り
、
自
治
体
側
の
新
制

度
に
対
す
る
姿
勢
に
も
大
い
に
問

題
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

地
財
計
画
へ
の
経
費
計
上
を

巡
っ
て
は
、
実
態
調
査
を
通
じ
た
実

数
を
も
と
に
財
務
省
と
の
折
衝
に

臨
み
た
い
総
務
省
側
と
国
の
具
体

的
な
財
源
保
障
の
方
針
が
見
え
ず

に
、
制
度
に
基
づ
く
処
遇
を
決
め

か
ね
た
自
治
体
側
が
見
合
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
経
費
水
準
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

総
務
省
は
２
０
２
１
年
度
に
期

末
手
当
の
満
額
支
給
、
つ
ま
り
２
・

６
カ
月
分
と
な
る
こ
と
を
見
据
え

て
、
２
０
２
１
年
度
の
地
財
計
画
へ

向
け
た
実
態
調
査
を
２
０
２
０
年

度
も
行
う
予
定
で
す
。
自
治
体
関

係
者
の
皆
さ
ん
は
、
昨
年
の
よ
う

な
現
場
対
応
が
生
じ
な
い
よ
う
、

会
計
年
度
任
用
職
員
の
処
遇
を
確

立
す
る
取
り
組
み
を
す
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。

　

な
お
、
同
経
費
の
地
方
交
付
税

に
お
け
る
算
定
方
法
は
現
時
点
で

決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
社
会
保
障

や
保
健
衛
生
な
ど
分
野
ご
と
の
職

員
は
、
基
準
財
政
需
要
額
の
個
別

項
目
の
単
位
費
用
の
引
き
上
げ
、

そ
の
他
は
包
括
算
定
経
費
の
単
位

費
用
の
引
き
上
げ
で
対
応
す
る
見

込
み
で
す
。

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。
（注２） 「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業（幼児教育・保育の無償化の実施後は、３歳から５歳までの子供たち及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供たちの企

業主導型保育事業の利用者負担を助成する事業を含む。）と保育所等の運営費（０歳から２歳までの子供に相当する部分）には、別途、事業主が拠出する子ども・子育て拠出金を充てる。
（注３） 就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を行う。
（注４） 幼児教育・保育の無償化に係る令和元年度の地方負担分は全額特例交付金により補填。
（注５） 「高等教育の無償化」については全額内閣府に計上。
（注６） 障害福祉人材について、介護人材と同様の処遇改善を行う観点から対応を行う。
（注７） 「待機児童の解消」及び「幼児教育・保育の無償化」の国分、幼児教育・保育の無償化に係る自治体の事務費・システム改修費については全額内閣府に計上。

事　項 事業内容 令和２年度
予算案

（参考）
令和元年度

予算額国分 地方分

待機児童の解消
◦ 「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿を整備。 （注２）

◦保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組む
（2019年４月から更に１％（月3000円相当）の賃金引上げ）。

722 358 364 536

幼児教育・保育の
無償化

◦ ３歳から５歳までの全ての子供たち及び０歳～２歳までの住民税非課税世帯の子
供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を2019年10月から無償化。（注３） 8,858 3,410 5,448

（注４）

3,882

高等教育の無償化
◦ 少子化に対処するため、低所得世帯であっても社会で自立し活躍できる人材を

育成する大学等において修学できるよう、高等教育の修学支援（授業料等減免・
給付型奨学金）を着実に実施（2020年４月実施）。（注５）

5,274 4,882 392 －

介護人材の処遇
改善

◦ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技
能のある介護職員に重点化を図りつつ、介護職員の更なる処遇改善を実施。こ
の趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員の処遇改善も実施（2019年10月
実施）。（注６）

1,003 506 496 421

合　計 15,857 9,156 6,701 4,839

（単位：億円）

　社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10月に予定される消費税率10％への引上げによる財源を活用する。
消費税率の２％の引上げにより５兆円強の税収となるが、この増収分を教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と、財政再建とに、それぞ
れ概ね半分ずつ充当する。前者について、新たに生まれる1.7兆円程度を、本経済政策パッケージの幼児教育の無償化、「子育て安心プラン」の前倒し
による待機児童の解消、保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に充てる。これらの政策は、2019年10月に予定されている消費
税率10％への引上げを前提として、実行することとする。

新しい経済政策パッケージについて（平成29年12月８日閣議決定）（抜粋）

図表２ 令和２年度における「新しい経済政策パッケージ」（概要）�（資料）厚労省令和２年度予算資料
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枠
と
し
て
新
た
に
地
域
社
会
再
生

事
業
費
４
、２
０
０
億
円
が
計
上
さ

れ
、
地
方
交
付
税
の
算
定
に
お
い

て
も
同
名
の
項
目
が
新
設
さ
れ
、

全
額
が
算
定
さ
れ
ま
す
。
図
表
３

│
１
は
そ
の
概
要
で
す
。
創
設
の

目
的
と
し
て
「
地
方
法
人
課
税
の

偏
在
是
正
措
置
に
よ
る
財
源
を
活

用
し
て
、
地
方
創
生
を
推
進
す
る

た
め
の
基
盤
と
も
な
る
『
地
域
社

会
の
持
続
可
能
性
』
を
確
保
す
る

た
め
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

内
容
か
ら
３
つ
の
特
徴
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

　

第
１
に
道
府
県
へ
の
交
付
税
配
分

に
配
慮
し
た
点
で
す
。
現
在
、
地
方

創
生
関
連
で
約
１
兆
円
が
算
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
ウ
エ
イ
ト
は
市

町
村
に
置
か
れ
て
い
て
、
道
府
県
へ

の
交
付
税
配
分
は
手
薄
で
し
た
。
こ

れ
に
対
し
新
設
の
項
目
は
道
府
県
、

市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
２
、１
０
０
億
円

と
同
額
が
算
定
さ
れ
て
お
り
、
道
府

県
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
ま
す
。

◆
条
件
不
利
地
域
に
手
厚
く

　

第
２
に
条
件
不
利
地
域
に
手
厚

な
罹
災
証
明
書
の
発
行
が
技
術
職

員
な
ど
の
人
員
不
足
で
滞
る
事
態

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
都
道
府
県

等
が
市
町
村
支
援
の
技
術
職
員
の

増
員
を
行
っ
た
際
に
、
職
員
人
件

費
を
財
源
措
置
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
通
常
時
は
都
道
府
県
内

の
市
町
村
支
援
技
術
職
員
と
し
て

従
事
し
、
大
規
模
災
害
時
に
は
被

災
地
に
派
遣
す
る
中
長
期
派
遣
職

員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

派
遣
先
に
つ
い
て
は
、
地
方
３
団
体

と
総
務
省
で
構
成
す
る
「
確
保
調

整
本
部
」
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

財
源
措
置
の
対
象
は
、
中
長
期

派
遣
職
員
と
し
て
総
務
省
へ
報
告

し
た
分
の
人
件
費
で
、
普
通
交
付

税
で
は
地
域
社
会
再
生
事
業
費
の

な
か
で
算
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
市

町
村
間
で
の
同
様
の
支
援
員
に
つ
い

て
は
特
別
交
付
税
で
補
て
ん
さ
れ

る
予
定
で
す
。

　

こ
う
し
た
確
保
調
整
本
部
を
通

じ
た
中
長
期
派
遣
職
員
の
派
遣
は
、

既
存
の
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ

い
算
定
と
な
っ
て
い
る
点
で
す
。
基

準
財
政
需
要
額
を
算
定
す
る
際
の

補
正
係
数
に
①
人
口
構
造
の
変
化

に
応
じ
た
指
標
、
②
人
口
集
積
の
度

合
い
に
応
じ
た
指
標
が
用
い
ら
れ
、

い
ず
れ
も
過
疎
地
域
や
島
し
ょ
部
な

ど
の
条
件
不
利
地
域
で
割
増
度
が

大
き
く
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
地

方
創
生
の
算
定
で
は
、
人
口
や
就
業

者
数
な
ど
の
増
加
な
ど
地
方
創
生

の
成
果
に
応
じ
た
算
定
が
重
視
さ

れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

逆
の
ベ
ク
ト
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
県
が
市
町
村
支
援
の

　

技
術
職
員
確
保

　

第
３
に
都
道
府
県
に
よ
る
市
町

村
支
援
技
術
職
員
の
配
置
に
対
す

る
財
源
措
置
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
点
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
図
表

３
│
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

近
年
、
自
然
災
害
が
頻
発
す
る

な
か
で
、
災
害
復
旧
の
際
の
技
術

職
員
不
足
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
の
台
風
15
号
で
は
千
葉

県
内
で
多
く
の
家
屋
が
被
害
を
受

け
ま
し
た
が
、
そ
の
復
旧
に
必
要

く
相
互
支
援
の
ス
キ
ー
ム
を
補
完

す
る
か
た
ち
と
な
り
、
他
の
自
治

体
間
相
互
支
援
な
ど
と
あ
わ
せ
て

ど
の
程
度
機
能
す
る
の
か
は
未
知

数
で
す
が
、
市
町
村
支
援
技
術
職

員
の
仕
組
み
を
都
道
府
県
の
標
準

的
行
政
と
し
て
普
通
交
付
税
の
算

定
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
一
定
の
評

価
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

⑷
森
林
環
境
譲
与
税

◆
森
林
環
境
譲
与
税
の
仕
組
み

　

２
０
１
９
年
４
月
に
森
林
経
営

管
理
法
が
施
行
さ
れ
、
市
町
村
を

主
体
と
す
る
私
有
林
人
工
林
の
管

理
が
制
度
化
さ
れ
た
の
に
あ
わ
せ

て
、
そ
の
財
源
と
し
て
国
税
の
森
林

環
境
税
お
よ
び
森
林
環
境
譲
与
税

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

森
林
環
境
税
は
都
道
府
県
・
市

町
村
の
均
等
割
に
上
乗
せ
す
る
か

た
ち
で
１
、０
０
０
円
を
課
税
す
る

も
の
で
、
譲
与
税
は
初
年
度
の
段

階
で
都
道
府
県
に
２
割
、
市
町
村

に
８
割
。
譲
与
基
準
は
私
有
林
人

工
林
面
積
５
割
、
人
口
３
割
、
林

○近年、多発する自然災害への対応や、公共施設の老朽化を踏まえた適正管理が求められる中で、小規模市町村を中心に技術職員の不
足が深刻化
○さらに、大規模災害時において、技術職員の中長期派遣を求める声が強いものの、恒常的に不足している状況 
○このため、都道府県等が技術職員を増員し、平時に技術職員不足の市町村を支援するとともに、大規模災害時の中長期派遣要員を確
保する場合に、増員された職員人件費に対して、地方財政措置を講ずる 

※1 土木技師、建築技師、農業土木技師、林業技師
※2 市町村間連携として、他市町村の支援業務のために技術職員を増員・配置する市町村を含む
※3 市町村の公共施設管理等に対する支援、災害査定・復旧事業等に対する支援 など

（A）技術職員不足の市町村支援（平時）
1．制度概要

都道府県等

2．地方財政措置

都道府県等（※2）が
① 技術職員を増員し、
② ①の範囲内で、市町村支援業務（※3）のための技術職員を配置
③ ②の配置職員数の範囲内で、
  「中長期派遣可能な技術職員数」を総務省に報告

（B）中長期派遣要員の確保（大規模災害時）
① 地方3団体等と総務省で構成する「確保調整本部」を設置
② 同本部において、中長期派遣調整の全体を総括
　⑴新規分（A③）：確保調整本部で協議して決定
　⑵現行スキーム分：被災自治体からの派遣要請と全国からの派遣申出を踏まえ決定

偏在是正措置により生じる財源を活用し、総務省に報告した職員数（A③） に係る人件費について、普通交付税措置（「地域社会再生事
業費（仮称）」において、報告数に応じて算定）

新たな
技術職員群

※ 市町村分については特別交付税措置

技術職員（※1）を 
都道府県等（※2）で増員し、 
新たな技術職員群として 
まとめて確保

+

 【算定項目】 
新たな基準財政需要額の算定項目 「地域社会再生事業費(仮称)」 を創設し、地域社会の維持・再生に必要となる取組に要する経費を算定 
【算定額】
地域社会再生事業費(仮称) 4,200億円程度

【算定方法】 
測定単位を人口とした上で、地域社会の維持・再生に取り組む必要性が高い団体に重点的に配分を行う観点から、以下の2つの視点による
指標を反映 

○地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用して、地方創生を推進するための基盤ともなる「地域社会の持続可能性」を確保するた
め、地方財政計画に地域社会の維持・再生に取り組むための新たな歳出項目として「地域社会再生事業費(仮称)」(4,200億円)を計上 

※上記算定とは別途、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村支援及び中長期派遣体制の強化)に要する経費について、総務省に報告した増加職員 
数に応じて算定

②人口集積の度合に応じた指標
　人口集積の度合が低い地域で、生活を支えるサービスの提
供コストが拡大し、持続可能性が低下することに対応 
（算定に用いる指標） 
•非人口集中地区（人口密度4,000人未満）の人口を基本と
した指標

　 ［特に人口密度の低い地域の人口を割増し］

地方交付税における算定

①人口構造の変化に応じた指標
　人口構造の変化によって全国で生じる課題に対応 
（算定に用いる指標） 
•人口減少率
•年少人口比率
•高齢者人口比率
•生産年齢人口減少率

全国平均を上回って人口が減少し、少子高齢化が進行している団体
の経費を割増し 

人口密度が低く持続可能性の深刻な危機に直面している地域の人口 
が多い団体の経費を割増し 

うち、道府県分 2,100億円程度
うち、市町村分 2,100億円程度（ （

図表３━２ 技術職員の充実等（市町村支援・中長期派遣体制の強化）� （資料）2020年度地財計画資料より抜粋 図表３━１ 地域社会再生事業費（仮称）の創設� （資料）2020年度地財計画資料より抜粋
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業
就
業
者
数
２
割
と
な
っ
て
い
ま

す
。
人
口
割
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
私
有
林
人
工
林
を

も
た
な
い
都
市
部
に
も
配
分
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
市
町
村
で
も
っ
と

も
多
く
配
分
さ
れ
る
の
は
横
浜
市

で
、
１
億
円
を
超
え
る
金
額
と
な

り
ま
す
。

　

森
林
環
境
税
の
法
律
の
目
的
を

み
る
と
「
森
林
の
有
す
る
公
益
的

機
能
の
維
持
増
進
の
重
要
性
に
鑑

み
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
実
施

す
る
森
林
の
整
備
及
び
そ
の
促
進

に
関
す
る
財
源
に
充
て
る
た
め
」
と

書
か
れ
て
お
り
、
課
税
の
目
的
と

譲
与
基
準
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

◆
森
林
整
備
が
喫
緊
の
課
題

　

譲
与
税
前
倒
し
増
額

　

図
表
４
は
譲
与
税
の
配
分
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
表
し
た
も
の
で
、
上
の

図
は
２
０
１
９
年
度
段
階
、
下
の

図
は
２
０
２
０
年
度
の
見
直
し
の

状
況
で
す
。

　

譲
与
税
の
総
額
は
最
終
的
に

６
０
０
億
円
と
な
り
ま
す
が
、
国

動
準
備
金
と
い
う
の
は
前
身
と
な
る

地
方
公
営
金
融
公
庫
の
債
権
を
引

き
継
い
だ
際
の
金
利
変
動
準
備
金
で

す
。
こ
の
準
備
金
は
国
の
判
断
で
不

要
額
を
国
庫
へ
戻
す
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
今
回
、
２
、３
０
０
億
円
を

譲
与
税
の
財
源
と
し
て
活
用
す
る
こ

税
森
林
環
境
税
の
課
税
は
２
０
２

４
年
度
か
ら
始
ま
る
の
で
、
２
０
１

９
年
度
段
階
で
は
、
そ
の
間
の
財

源
を
交
付
税
お
よ
び
譲
与
税
特
別

会
計
の
借
金
で
確
保
す
る
異
例
の

対
応
と
な
り
ま
し
た
。
２
０
１
９

年
度
か
ら
２
０
２
３
年
度
ま
で
は

借
金
に
頼
る
た
め
２
０
０
億
円
か

ら
３
０
０
億
円
と
な
り
、
増
税
が

平
年
度
化
す
る
２
０
２
５
年
度
以

降
は
そ
れ
ま
で
の
借
入
償
還
を
並

行
し
て
行
う
た
め
、
４
０
０
億
円

に
と
ど
ま
り
、
満
額
と
な
る
の
は

償
還
が
終
了
す
る
２
０
３
３
年
度

以
降
と
長
期
間
を
要
す
る
見
通
し

で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
資
料
に
も
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
災
害
の
頻
発
に
よ
り
森

林
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
譲
与
税
を
前
倒
し
し
て
森

林
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
、
急

き
ょ
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の

金
利
変
動
準
備
金
を
当
面
の
財
源

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
金
融
機
構
は
全
自
治
体
出

資
の
資
金
調
達
機
関
で
、
金
利
変

と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
借
入
償
還
が
な

く
な
る
た
め
、
２
０
２
４
年
度
か
ら

満
額
譲
与
と
大
幅
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
繰
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
２
０
２
０
年
度
の
譲
与
額
も

４
０
０
億
円
と
倍
増
す
る
た
め
、

各
自
治
体
と
も
譲
与
税
は
現
在
の

倍
額
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
な
お
、

都
道
府
県
と
市
町
村
の
配
分
比
率

も
、
２
０
２
４
年
度
に
は
１
対
９
と

段
階
的
に
見
直
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

◆
都
市
部
へ
厚
い
税
配
分
の
矛
盾

　

自
治
体
に
と
っ
て
は
額
が
増
え

る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
譲
与
基
準
の
見
直
し

は
な
く
都
市
部
の
配
分
が
倍
増
す

る
だ
け
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
災
害

対
応
の
た
め
の
繰
り
上
げ
譲
与
の

目
的
と
矛
盾
し
て
い
ま
す
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
譲

与
基
準
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
こ
の
ほ
か
使
途
に
つ

い
て
も
森
林
整
備
担
当
の
正
規
職

員
の
人
件
費
に
は
充
て
ら
れ
な
い

と
い
っ
た
国
の
解
釈
の
変
更
も
な
い

た
め
、
今
回
の
見
直
し
に
は
多
く

の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
県
内
市
町
村
の
譲
与

税
配
分
を
推
計
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

最
高
額
は
富
山
市
の
３
、１
８
５
億

円
、
次
い
で
南
砺
市
の
１
、７
１
２

億
円
、
最
少
額
は
舟
橋
村
の
11
万

円
、
次
い
で
入
善
町
の
１
４
３
万
円

と
な
っ
て
お
り
、森
林
面
積
に
加
え
、

人
口
割
要
素
が
寄
与
し
て
い
る
と

み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
額
が
来

年
度
倍
増
す
る
こ
と
で
、
森
林
管

理
に
ど
れ
だ
け
寄
与
す
る
の
か
注

目
さ
れ
ま
す
。

◆
地
財
計
画
で
の
対
応

　

地
財
計
画
で
の
扱
い
は
、
地
財

計
画
の
歳
入
側
に
４
０
０
億
円
が

計
上
さ
れ
、
歳
出
側
で
も
同
額
が
一

般
行
政
経
費
の
単
独
分
に
計
上
さ

れ
ま
す
。

　

２
０
１
９
年
度
は
「
重
点
課
題

対
応
分
」
と
い
う
別
枠
の
内
数
と

し
て
２
０
０
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
今
回
は
こ
の
項
目
が
一

般
行
政
経
費
の
通
常
単
独
分
に
統

合
さ
れ
ま
す
。
譲
与
税
見
合
い
の

経
費
し
か
地
財
計
画
の
歳
出
に
計

上
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ

ど
述
べ
た
正
規
職
員
の
人
件
費
は

財
源
保
障
の
対
象
外
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
事
業
の
目
的
か
ら

す
れ
ば
譲
与
税
を
超
え
た
経
費
を

算
入
す
る
べ
き
で
す
。

○令和元年台風15号において倒木による停電被害が拡大したことをはじめ、近年、森林の保水力が低下したことなどにより洪水氾
濫、山腹崩壊、流木被害などの甚大な被害が発生しており、森林整備の促進が喫緊の課題 
○このため、地方公共団体金融機構の金利変動準備金を2,300億円活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこ
ととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することにより、森林整備などを一層推進（森林環境税法等を改正）

【現行】

【変更後】

2024（R6）年度以降の配分　都道府県１：市町村９
都道府県分は2020年度より満額の60億円を譲与

森林環境税課税（年額：1,000円）全国防災のための 個人住民税均等割引上げ
（年額1,000円）

税収の一部をもって償還

地方公共団体金融機構の
金利変動準備金の活用 2,300億円

機構準備金
活用により
償還

譲与税特別会計
における借入金

平年度約600億円

 2年度目に当初予定から倍増

初年度
約300億円

200 200 200
300 300 300

200 200 200 200
100 100 100 100

300

300

400 400 400 400
500 500 500 500

600 600

600
500500400400

200

600 600 600 600 600 600 600 600 600

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 ……

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 ……

……

……

譲与税特別会計における借入金で対応

15年度目から全額譲与

6年度目から全額譲与

図表４ 森林環境譲与税の増額� （資料）2020年度地財計画資料より抜粋
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⑸
台
風
被
害
に
よ
り

　

緊
急
浚
渫
推
進
事
業
費
の

　

創
設

　

地
財
計
画
に
お
け
る
維
持
補
修

費
は
比
較
的
注
目
度
の
低
い
項
目

で
す
が
、
近
年
、
公
共
施
設
の
維

持
補
修
が
課
題
と
な
る
な
か
で
、

額
と
し
て
は
微
増
し
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
２
０
２
０
年
度

は
台
風
19
号
に
よ
る
河
川
の
氾
濫

な
ど
が
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
対
策
と

し
て
河
川
や
ダ
ム
な
ど
の
浚
渫
に

要
す
る
経
費
を
別
枠
で
計
上
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

河
川
等
の
浚
渫
は
防
災
対
策
と

し
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、

国
の
補
助
金
な
ど
が
手
薄
で
起
債

も
で
き
な
い
た
め
、
自
治
体
に
と
っ

て
は
お
金
が
か
か
り
進
捗
が
悪
い

事
業
で
し
た
。
今
回
、
２
０
２
０

年
度
か
ら
２
０
２
４
年
度
ま
で
の

期
限
付
き
な
が
ら
、
事
業
費
の
全

額
を
地
方
債
で
充
当
可
能
と
な
り
、

そ
の
元
利
償
還
の
７
割
を
交
付
税

で
補
て
ん
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。
５
年
間
の
総
事
業
費
は

４
、９
０
０
億
円
で
、
２
０
２
０
年

度
は
９
０
０
億
円
が
維
持
補
修
費

に
計
上
さ
れ
ま
す
。

　

事
業
の
概
要
は
図
表
５
の
通
り

で
す
。
国
交
省
な
ど
の
所
管
省
が

河
川
や
ダ
ム
な
ど
に
つ
い
て
浚
渫
の

優
先
順
位
の
基
準
を
示
し
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
自
治
体
が
事
業
の
箇

所
付
け
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

現
時
点
で
は
緊
急
的
な
対
策
で

す
が
、
浚
渫
自
体
は
経
常
的
な
維

持
補
修
の
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

期
限
を
超
え
て
維
持
補
修
費
に
計

上
さ
れ
る
べ
き
内
容
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

⑹
そ
の
他
の
ポ
イ
ン
ト

◆
給
与
関
係
経
費

　

計
画
人
員
、
一
般
職
は
増

　

地
方
公
務
員
の
人
件
費
な
ど
の

財
源
保
障
と
な
る
給
与
関
係
経
費

は
20・３
兆
円
、
退
職
手
当
を
除
く

と
18・８
兆
円
で
ほ
ぼ
前
年
度
並
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
退
職
手
当
を
除

く
実
質
額
の
中
期
的
な
動
向
を
み

る
と
２
０
１
０
年
代
半
ば
ま
で
は

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
近

年
は
比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
積
算
の
前
提

と
な
る
地
財
計
画
上
の
職
員
数
、

「
計
画
人
員
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の

で
す
が
、
こ
れ
も
増
加
に
転
じ
て
い

ま
す
。

　

２
０
２
０
年
度
も
教
育
公
務
員

を
除
け
ば
一
般
職
員
、
警
察
官
、
消

防
職
員
で
い
ず
れ
も
増
加
し
て
い

ま
す
。
一
般
職
員
に
つ
い
て
は

２
０
１
９
年
度
よ
り
児
童
福
祉
司

等
の
増
員
が
図
ら
れ
た
こ
と
も
寄

与
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
も

増
加
し
て
お
り
、
地
方
公
務
員
削

減
の
人
員
削
減
の
動
向
は
近
年
解

消
し
た
と
い
え
ま
す
。
一
方
で
給
与

関
係
経
費
の
額
は
増
加
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
要
因
の
一
つ
と
し
て
職
員

の
若
返
り
に
よ
る
経
費
抑
制
効
果

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
財
源
保
障

上
は
職
員
数
を
抑
制
し
て
い
な
い

わ
け
で
す
か
ら
、
各
自
治
体
に
お

２
０
２
０
年
度
の
地
財
計
画
で
も
引

き
続
き
１
兆
円
が
計
上
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
成
果
指
標

に
よ
る
割
り
増
し
補
正
に
つ
い
て
も

５
年
間
か
け
て
総
額
１
、０
０
０
億

円
ず
つ
拡
大
す
る
予
定
で
、
指
標
に

つ
い
て
も
第
２
期
の
地
方
創
生
を
踏

ま
え
て
見
直
す
予
定
で
す
。

　

こ
う
し
た
算
定
は
成
果
が
表
れ

や
す
い
都
市
部
の
自
治
体
に
と
っ
て

有
利
で
あ
る
た
め
、
町
村
な
ど
で

条
件
不
利
地
域
の
交
付
税
算
定
に

配
慮
し
て
別
の
割
り
増
し
補
正
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
地

方
交
付
税
に
お
け
る
補
正
係
数
は
、

各
自
治
体
の
必
要
経
費
を
算
定
す

る
際
の
社
会
経
済
的
格
差
を
補
正

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
政
府

が
設
定
し
た
成
果
に
応
じ
た
交
付

税
算
定
と
い
う
の
は
制
度
の
趣
旨

に
は
あ
わ
ず
見
直
す
べ
き
で
す
。

◆�

地
域
医
療
の
確
保
│
公
立
病
院

の
機
能
維
持
に
財
政
措
置

　

昨
年
秋
に
厚
労
省
が
公
立
病
院

の
再
編
リ
ス
ト
を
公
表
し
、
そ
の
後

自
治
体
側
か
ら
猛
反
発
を
受
け
た

い
て
も
、
む
や
み
な
人
員
削
減
が

行
わ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

◆
地
方
創
生
枠
の
算
定
見
直
し

　

条
件
不
利
地
域
に
配
慮

　

政
府
の
地
方
創
生
を
受
け
て
、

２
０
１
５
年
度
よ
り
地
財
計
画
の

歳
出
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
事
業
費
」
１
兆
円
が
臨
時
枠
で

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
１
兆
円

は
交
付
税
で
は
「
地
域
の
元
気
創

造
事
業
費
」
３
、９
０
０
億
円
、「
人

口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」
６
、

０
０
０
億
円
で
算
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
算
定
に
は
人
口
増

減
率
や
出
生
率
、
若
年
就
業
者
数

や
製
造
品
出
荷
額
な
ど
で
全
国
平

均
を
上
回
る
成
果
を
上
げ
た
場
合

の
割
り
増
し
補
正
が
あ
り
、
２
０
１

７
年
度
か
ら
３
年
間
に
わ
た
り
そ

れ
ぞ
れ
総
額
１
、０
０
０
億
円
程
度

を
他
の
補
正
指
標
か
ら
成
果
指
標

へ
シ
フ
ト
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

　

政
府
は
２
０
２
０
年
度
以
降
も

５
年
間
に
わ
た
り
第
２
期
の
地
方
創

生
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

す
。
条
件
不
利
地
域
を
中
心
に
公

立
病
院
の
経
営
改
善
が
課
題
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
同
時
に
地

域
医
療
の
拠
点
と
し
て
不
採
算
で

あ
っ
て
も
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
役
割
も
あ
り
、
安
易
な
再
編
議

論
も
く
み
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

不
採
算
地
区
の
公
立
病
院
に
つ

い
て
は
、
一
定
の
病
床
規
模
以
上
で

1
床
あ
た
り
の
単
価
に
基
づ
き
特

別
交
付
税
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
今
回
、
不
採
算
地
区
の
１
０
０

床
以
上
５
０
０
床
未
満
の
許
可
病

床
を
有
し
、
か
つ
中
核
的
な
公
立

病
院
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
を
維
持

す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
、
た
と

え
ば
医
師
の
確
保
や
災
害
拠
点
と

し
て
の
機
能
維
持
な
ど
に
つ
い
て
特

別
交
付
税
の
財
政
措
置
が
講
じ
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
不
採
算
地
区
で
周

産
期
医
療
・
小
児
医
療
等
を
担
う

公
立
病
院
に
つ
い
て
も
特
別
交
付

税
措
置
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、「
中
核
的
」
な
病
院
に
限
定

○令和元年台風第19号による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相次ぐ中、被災後の復旧費用を考慮しても、維持管理のための河川
等の浚渫（堆積土砂の撤去等)が重要
○このため、地方団体が単独事業として緊急的に河川等の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業費（仮称）」を地方財政計
画に計上するとともに、緊急的な河川等の浚渫経費について地方債の発行を可能とするための特例措置を創設（地方財政法を改正）

 【危険度の区分】
ａ区間：維持管理上特に重要な区間（洪水予報河川、水位周知河川、水防警報河川等）
ｂ区間：維持管理上重要な区間（ａ区間以外で氾濫による人家への影響が生じる河川の区間）
ｃ区間：氾濫による人家への影響が殆どない河川の区間
※ただし、複数箇所で氾濫する場合や、浸水範囲に要配慮施設や道路等が含まれる場合な
ど、影響が大きい場合がある。

【河川の区間区分（イメージ）】

1．対象事業
　　各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫
　　※1　浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む
　　※2　河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地方団体に対して示した上で、
　　　　　各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

2．事業年度
　　令和２～６年度（5年間）

3．地方財政措置
　　充当率：100%　元利償還金に対する交付税措置率：70%

4．事業費
　　900億円（令和2年度）
　　※令和２～６年度の事業費（見込み）：4,900億円
　<参 考> 河川の浚渫の例
　　　　　堆積土砂率や人家への危険度に応じて、対策の優先度の高い箇所を河川維持管理計画等に位置付け、緊急的に浚渫を実施

：土砂堆積等による危険箇所

ａ区間 ｂ区間 ｃ区間

図表５ 緊急浚渫推進事業費（仮称）の創設� （資料）2020年度地財計画資料より抜粋
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し
て
お
り
、
す
べ
て
を
対
象
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
厚

労
省
の
採
算
重
視
の
政
策
と
は
対

照
的
な
政
策
と
い
え
ま
す
。

◆
偏
在
是
正
効
果
は
よ
り
高
く

　

近
年
、
自
治
体
間
の
税
収
の
格

差
是
正
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
特

に
偏
在
度
の
高
い
事
業
税
や
法
人

住
民
税
の
是
正
が
国
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
２
０
２
０
年
度
は
事

業
税
の
新
た
な
偏
在
是
正
と
し
て

特
別
法
人
事
業
税
・
譲
与
税
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。
図
表
６
は
そ
の

仕
組
み
で
す
。

　

新
た
な
制
度
は
事
業
税
の
約
３

分
の
１
程
度
、
約
１・８
兆
円
を
国

税
に
振
り
替
え
、
譲
与
税
と
し
て

人
口
を
基
準
に
再
配
分
す
る
も
の

で
、
道
府
県
の
多
く
は
事
業
税
の

減
少
よ
り
も
譲
与
税
の
増
加
が
上

回
る
見
通
し
で
す
。
こ
れ
は
前
年

度
ま
で
の
地
方
法
人
特
別
税
・
譲

与
税
を
継
承
す
る
制
度
で
す
が
、

旧
制
度
の
譲
与
基
準
が
人
口
と
従

業
員
数
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
制

度
は
人
口
の
み
と
な
り
、
な
お
か
つ

引
き
下
げ
と
い
え
ま
す
。

　

な
お
、
市
町
村
の
減
収
補
て
ん

に
配
慮
し
て
、
２
０
２
０
年
度
よ
り

都
道
府
県
の
事
業
税
の
一
部
を
市

町
村
に
交
付
す
る
「
法
人
事
業
税

交
付
金
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
税
収
の
格
差
は

地
方
交
付
税
で
是
正
す
る
こ
と
が

地
方
財
政
制
度
の
基
本
で
あ
り
、
安

易
に
地
方
税
を
国
税
化
し
、
再
配

分
す
る
手
法
は
自
治
体
の
課
税
権

縮
小
の
面
か
ら
問
題
が
あ
り
ま
す
。

東
京
都
へ
の
譲
与
制
限
が
加
わ
り

ま
す
の
で
、
偏
在
是
正
効
果
は
よ

り
高
く
な
り
ま
す
。

◆
自
治
体
の
課
税
権
か
ら
問
題
も

　

こ
の
ほ
か
の
偏
在
是
正
措
置
と

し
て
拡
充
す
る
の
が
地
方
法
人
税

で
す
。
交
付
税
原
資
の
一
つ
で
あ
る

地
方
法
人
税
は
、
都
道
府
県
、
市

町
村
の
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
一

部
を
国
税
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

２
０
１
４
年
度
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
２
０
２
０
年
度
は
消
費
再
増

税
に
あ
わ
せ
て
、
法
人
住
民
税
法

人
税
割
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
一
方

で
地
方
法
人
税
の
税
率
を
引
き
上

げ
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
交
付

税
原
資
の
財
源
を
拡
充
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
法
人
住
民
税
法
人

税
割
の
税
率
は
都
道
府
県
で
１
％
、

市
町
村
で
６・０
％
ま
で
引
き
下
げ

ら
れ
、
法
人
に
対
す
る
地
方
の
課

税
は
大
幅
に
縮
小
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
特
に
不
交
付
団
体
に
と
っ

て
は
も
っ
ぱ
ら
税
収
が
減
収
す
る

だ
け
で
あ
り
、
偏
在
是
正
と
は
い

え
か
な
り
強
引
と
も
い
え
る
税
率

お
わ
り
に

◆
自
治
体
を
支
え
る
財
政
措
置
も

　

２
０
２
０
年
度
の
地
財
計
画
の

内
容
は
、
内
閣
の
政
策
よ
り
も
む

し
ろ
地
方
側
が
求
め
て
き
た
経
費

を
反
映
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
点
で
は
「
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
事
業
費
」
の
よ

う
な
い
わ
ば
官
邸
枠
に
対
し
て
、

「
地
域
社
会
再
生
事
業
費
」
や
「
緊

急
浚
渫
推
進
事
業
費
」
の
よ
う
な

総
務
省
枠
を
充
実
さ
せ
る
構
図
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
点
で
は
不
採
算
地
区
の
公
立

病
院
の
財
政
措
置
も
厚
労
省
対
総

務
省
の
同
様
の
構
図
と
い
え
そ
う

で
す
。

　

総
務
省
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
こ

う
し
た
財
政
措
置
を
講
じ
た
意
図

に
つ
い
て
、
人
口
減
少
社
会
の
将
来

像
を
見
据
え
た
政
策
議
論
が
多
い

な
か
で
、
窮
状
に
陥
っ
た
自
治
体
の

現
状
を
支
え
る
財
政
措
置
を
盛
り

込
ん
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

◆�

官
邸
主
導
か
ら
地
方
主
導
の
政

策
に

　

た
だ
、
私
と
し
て
は
、
今
回
の

新
た
な
経
費
は
ポ
ス
ト
地
方
創
生

へ
向
け
た
新
た
な
経
費
の
「
芽
だ

し
」
と
し
て
期
待
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

　

地
財
計
画
に
計
上
さ
れ
た
１
兆

円
の
地
方
創
生
枠
は
、
政
府
の
地

方
創
生
が
終
了
す
れ
ば
い
ず
れ
項

目
と
し
て
の
根
拠
を
失
い
ま
す
。
で

は
１
兆
円
の
規
模
は
な
く
な
っ
て
も

よ
い
の
か
と
い
え
ば
、
明
ら
か
に
現

状
の
一
般
財
源
総
額
は
通
常
の
地
方

行
政
を
支
え
る
水
準
と
し
て
過
大

と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
少
子
化・高
齢
化
、
貧
困
、

空
き
家
問
題
、
施
設
の
老
朽
化
、

公
共
交
通
の
確
保
な
ど
今
後
自
治

体
が
取
り
組
む
べ
き
政
策
は
山
積

し
て
お
り
、
今
後
も
一
般
財
源
総
額

の
水
準
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
は

必
要
で
す
。

　

地
方
創
生
枠
に
代
わ
り
、
地
財

計
画
に
十
分
織
り
込
ま
れ
て
い
な

い
必
要
経
費
を
一
般
行
政
経
費
や

維
持
補
修
費
を
中
心
に
反
映
さ

せ
、
地
財
計
画
を
官
邸
主
導
か
ら

地
方
主
導
の
姿
に
変
え
て
い
く
こ

と
が
、
地
方
自
治
に
か
な
っ
た
財

源
保
障
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

国
の
財
政
措
置
あ
り
き
の
自
治

体
政
策
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、

住
民
に
と
っ
て
必
要
な
政
策
に
取

り
組
む
自
治
体
の
姿
勢
が
今
後
問

わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

課 税 標 準

主な税率区分

改 正 後 の
法人事業税率

：法人事業税（所得割・収入割）
　の税額（標準税率分）
：外 形 法 人　→　税額の260％
　非外形法人　→　税額の37％
　収入割法人　→　税額の30％

：外 形 法 人　→　１％
　非外形法人　→　７％
　収入割法人　→　１％

＜その他関連する事項＞
○都道府県の財政運営に支障が生じないよう、新たな偏在是正措置により減収が生じる場合に、地方債の発行を可能とする措置を講じる。
○経済社会情勢の変化に対応できるよう、法の施行後における検討に係る規定を設ける。
○平成32年２月以降に都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入額を、特別法人事業税（仮称）の収入額とみなす等の所要の
措置を講じる。

※新たな偏在是正措置により生じる財源は、地方が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、その全
額を地方のために活用する。

○地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構
造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税（仮称）及び特別法人事業
譲与税（仮称）を創設する。

譲与基準：「人口」 （不交付団体に対する譲与制限あり※）
※交付団体における地方交付税による財政調整との連
続性や均衡も考慮しつつ、留保財源相当（当初算出
額の25％）を保障し、残余の75％を譲与しない
（財源超過額を上限）。

＜特別法人事業税（仮称）及び特別法人事業譲与税(仮称）の仕組み＞

交付税及び譲与税配付金特別会計

都　道　府　県

納 税 義 務 者

法人事業税特別法人事業税（仮称）

法人事業税と
併せて申告納付

税収金額を
直接払込み

約３割を分離
〔約1.8兆円〕
（Ｈ30地方財政計画ベース）

申告納付

特別法人事業譲与税（仮称）

国特
別
法
人
事
業

譲
与
税
（
仮
称
）復

元
後
の
法
人
事
業
税

特
別
法
人
事
業
税

（
仮
称
）（
国
税
）

図表６ 地方法人課税における新たな偏在是正措置（案）� （資料）総務省自治財政局資料
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報　告
　

こ
こ
数
年
、
県
内
の
自
治
体
で

「
財
政
難
」
を
理
由
と
し
て
公
共
施

設
の
統
廃
合
や
公
共
料
金
の
値
上

げ
な
ど
に
踏
み
切
り
、
住
民
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
切
り
捨
て
や
負
担

増
と
な
っ
て
い
る
事
態
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
自
治
体
職
場
で
働
く
職

員
に
対
し
て
は
、
賃
金
抑
制
に
つ
な

が
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
自

治
体
職
員
が
加
入
す
る
労
働
組
合

の
「
自
治
労
」
は
、
賃
金
・
労
働

条
件
と
住
民
福
祉
・
サ
ー
ビ
ス
は
メ

ダ
ル
の
表
裏
で
あ
る
と
い
う
考
え
の

も
と
、
良
質
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
そ
こ
で
働

く
者
の
処
遇
を
向
上
さ
せ
る
運
動

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
こ

う
し
た
運
動
に
壁
の
よ
う
に
立
ち

は
だ
か
っ
て
い
る
の
が
、
自
治
体
の

「
財
政
難
」
で
す
。

　

住
民
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
自
治
体
労
働
者
の

賃
金
・
労
働
条
件
の
切
り
下
げ
に

も
直
結
す
る
事
態
に
機
敏
に
対
処

し
て
い
く
た
め
に
も
、
継
続
的
に
財

政
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

総
務
省
は
、
毎
年
、
自
治
体
財

政
の
決
算
統
計
を
行
っ
て
い
ま
す
。

出
納
閉
鎖
後
の
７
月
に
地
方
財
政

状
況
調
査
表
を
集
約
し
ま
す
が
、

そ
の
後
、
各
自
治
体
議
会
の
決
算

承
認
を
経
て
、
調
査
表
の
要
約
版
、

い
わ
ゆ
る
決
算
カ
ー
ド
は
当
該
事
業

年
度
の
翌
々
年
度
に
公
表
さ
れ
ま

す
。
よ
っ
て
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、

決
算
カ
ー
ド
は
２
０
１
７
年
度
の
も

の
ま
で
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
１
８
年
度
の
数
値
は
、
各
議
会

に
お
け
る
承
認
こ
そ
済
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
い
ま
だ
速
報
値
と

い
う
扱
い
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
こ
ま
で
で
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
富
山
県
を
含
め
た
16

自
治
体
の
主
な
財
政
指
標
の
比
較

を
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

報告／ 2018年度決算で見る県内16自治体の財政状況

２
０
１
８
年
度
決
算
で
見
る

　
　

県
内
16
自
治
体
の
財
政
状
況

�

公
益
社
団
法
人
富
山
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
求
め
ら
れ
る
継
続
的
な
自
治
体
の
財
政
分
析

自

比
較
項
目

人

口

普
通
会
計
歳
出
総
額

財

政

力

指

数

経

常

収

支

比

率

人
口
一
人
当
た
り
人
件
費 

・
物
件
費
等
決
算
額

将

来

負

担

比

率

実
質
公
債
費
比
率

人
口
一
人
当
た
り 

財
政
調
整
基
金
残
高

人
口
千
人
当
た
り
職
員
数

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数治

体 単位 人 百万円 ％ 円 ％ ％ 円 人

年度 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2019 2018 2017

富 山 県 1,063,293 482,136 476,866 0.48 0.48 96.2 96.2 138,539 252.3 254.9 13.2 13.2 2,580 2,396 13.31 99.2 99.2 98.6 

富 山 市 417,234 162,482 160,865 0.83 0.82 89.5 92.2 108,076 118.9 115.3 9.6 11.6 19,827 16,199 6.93 100.4 100.8 100.9 

高 岡 市 171,984 66,671 72,107 0.75 0.75 87.4 93.7 109,012 172.3 180.3 14.7 16.2 3,319 2,025 7.20 98.4 99.1 101.9 

射 水 市 93,084 40,237 39,775 0.64 0.64 85.9 87.0 123,860 90.2 98.5 9.8 10.3 42,333 35,561 7.01 95.6 95.2 94.6 

魚 津 市 42,132 18,327 17,802 0.69 0.68 91.1 94.7 125,235 126.1 115.6 13.3 13.1 6,156 6,125 6.99 95.6 97.8 98.0 

氷 見 市 47,535 20,942 20,687 0.46 0.45 89.6 88.0 121,141 65.9 83.3 11.2 11.1 57,725 56,987 7.42 98.0 97.3 96.9 

滑 川 市 33,285 12,371 12,406 0.76 0.74 85.1 88.8 103,319 7.9 26.8 8.6 9.3 70,646 69,299 5.22 98.5 99.3 99.1 

黒 部 市 41,420 20,805 20,919 0.69 0.69 86.1 85.7 128,803 111.4 111.6 11.3 12.0 37,299 37,028 8.09 98.9 99.0 98.8 

砺 波 市 48,597 20,696 20,557 0.59 0.58 84.9 85.1 125,549 46.5 44.5 11.9 11.4 55,792 55,506 7.72 97.8 98.4 98.0 

小 矢 部 市 30,143 16,792 14,949 0.60 0.59 88.0 87.3 141,501 174.4 165.2 15.1 15.1 19,970 26,406 7.52 93.1 92.8 93.4 

南 砺 市 51,056 33,506 38,319 0.36 0.36 86.7 87.9 182,475 - - 3.7 3.9 68,154 59,474 10.65 96.5 96.2 95.2 

上 市 町 20,712 9,805 9,393 0.46 0.47 83.1 87.0 130,277 110.4 118.6 15.6 15.1 61,729 60,953 6.82 95.3 93.6 94.7 

立 山 町 26,058 11,940 12,214 0.47 0.46 87.0 88.7 131,770 124.3 145.2 13.7 14.4 38,958 38,534 8.50 97.7 98.3 98.1 

入 善 町 24,860 11,345 11,948 0.55 0.55 85.5 83.4 126,499 33.6 36.1 13.1 11.7 65,388 64,489 9.41 94.4 96.3 95.9 

朝 日 町 12,065 9,858 10,047 0.38 0.36 94.9 94.5 192,088 33.9 - 12.8 10.9 137,824 177,640 13.19 95.1 94.4 94.4 

舟 橋 村 3,128 1,721 1,953 0.36 0.35 92.0 91.3 218,985 116.5 108.3 10.8 10.5 204,604 234,987 8.49 90.5 89.6 90.6 

表１　分析総括表

※人口一人当たり人件費・物件費等決算額及び人口千人当たり職員数については、2018年度の決算カードが未公表のため記載していない。
　また、ラスパイレス指数については、毎年４月１日現在の数値が別途公表されており、参考値として2019年のものも記載した。
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◎
人
口

　

２
０
１
８
年
１
月
１
日
現
在
の
住

民
基
本
台
帳
に
よ
る
富
山
県
全
体

の
人
口
は
１
、０
６
９
、５
１
２
人
で

す
が
、
１
年
後
の
２
０
１
９
年
１
月

１
日
現
在
の
人
口
は
１
、０
６
３
、２

９
３
人
で
あ
り
、
全
体
で
６
、２
１
９

人
の
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
普
通
会
計
歳
出
総
額

　

個
々
の
地
方
公
共
団
体
ご
と
に

各
会
計
範
囲
は
異
な
る
た
め
、
団

体
相
互
間
の
財
政
比
較
を
可
能
と

す
る
観
点
か
ら
、
一
般
会
計
に
介
護

保
険
事
業
、
公
共
用
地
先
行
取
得

な
ど
の
一
部
の
特
別
会
計
を
加
え
た

も
の
が
普
通
会
計
で
す
。
な
お
、

普
通
会
計
の
他
に
特
定
の
歳
入
を

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
早

期
健
全
化
基
準
に
つ
い
て
は
、
実
質

公
債
費
比
率
の
早
期
健
全
化
基
準

に
相
当
す
る
将
来
負
担
額
の
水
準

と
平
均
的
な
地
方
債
の
償
還
年
数

を
勘
案
し
、
市
町
村
（
政
令
指
定

都
市
は
除
く
）
は
３
５
０
％
、
都

道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
は

４
０
０
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
８
年
度
に
お
い
て
市
町

村
で
最
大
は
１
７
４・４
％
か
ら
将

来
負
担
そ
の
も
の
が
発
生
し
な
い

自
治
体
が
存
在
す
る
な
ど
、
か
な

り
幅
広
く
数
値
が
ば
ら
つ
い
て
い
ま

す
。
新
た
に
起
債
し
た
場
合
や
繰

上
償
還
を
行
っ
た
場
合
な
ど
で
、
あ

る
程
度
年
度
間
で
変
動
が
発
生
す

る
も
の
な
の
で
、
長
期
的
に
変
動

を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
実
質
公
債
費
比
率

　

当
該
地
方
公
共
団
体
の
一
般
会

計
等
が
負
担
す
る
元
利
償
還
金
及

び
準
元
利
償
還
金
の
標
準
財
政
規

も
っ
て
歳
入
に
あ
て
る
公
営
企
業

会
計
等
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
年
度
内
に
ど
の
よ
う
な
事
業

を
行
う
か
で
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す

が
、
２
０
１
８
年
度
の
富
山
県
の
歳

出
総
額
は
４
８
２
、１
３
５
、６
７
５

千
円
、
市
町
村
で
最
多
は
富
山
市
の

１
６
２
、４
８
２
、０
８
０
千
円
で
、

最
少
は
舟
橋
村
の
１
、７
２
１
、

０
２
０
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
財
政
力
指
数

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
を
示

す
指
数
で
、基
準
財
政
収
入
額
（
注

１
）
を
基
準
財
政
需
要
額
（
注
２
）

で
除
し
て
得
た
数
値
の
過
去
３
年

間
の
平
均
値
。
財
政
力
指
数
が
高

い
ほ
ど
、
普
通
交
付
税
算
定
上
の

留
保
財
源
が
大
き
い
こ
と
に
な
り
、

財
源
に
余
裕
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

２
０
１
８
年
度
で
県
内
自
治
体

に
お
い
て
は
０・
83
か
ら
０・
36
の
間

で
ば
ら
つ
い
て
お
り
、
前
年
度
比
で

大
き
な
変
動
が
あ
る
自
治
体
は
あ

り
ま
せ
ん
。

模
に
対
す
る
比
率
の
過
去
３
年
間

の
平
均
値
で
、
借
入
金
（
地
方
債
）

の
返
済
額
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
額

の
大
き
さ
を
指
標
化
し
、
資
金
繰

り
の
程
度
を
表
す
指
標
の
こ
と
。

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
早

期
健
全
化
基
準
に
つ
い
て
は
、
市
町

村
・
都
道
府
県
と
も
25
％
と
し
、

財
政
再
生
基
準
に
つ
い
て
は
、
市
町

村
・
都
道
府
県
と
も
35
％
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
18
％
を
超
え
る
と
起

債
す
る
場
合
、
許
可
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　

２
０
１
８
年
度
に
お
い
て
は
、
市

町
村
で
最
小
は
３・７
％
、
最
大
で

15・６
％
で
あ
り
、
概
ね
良
好
な
状

況
と
い
え
ま
す
。

�

○
人
口
１
人
当
た
り

�

財
政
調
整
基
金
残
高

　

本
稿
に
お
い
て
独
自
に
算
出
し

た
数
値
で
す
。
財
政
調
整
基
金
は
、

年
度
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整

す
る
た
め
の
基
金
で
あ
り
、
い
わ
ば

自
治
体
の
貯
金
で
す
。
よ
く
自
治

◎
経
常
収
支
比
率

　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
構
造
の

弾
力
性
を
判
断
す
る
た
め
の
指
標

で
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公
債
費
等

の
よ
う
に
毎
年
度
経
常
的
に
支
出
さ

れ
る
経
費
（
経
常
的
経
費
）
に
充
当

さ
れ
た
一
般
財
源
の
額
が
、
地
方
税
、

普
通
交
付
税
を
中
心
と
す
る
毎
年

度
経
常
的
に
収
入
さ
れ
る
一
般
財
源

（
経
常
一
般
財
源
〈
注
３
〉）、
減
収
補

填
債
特
例
分
及
び
臨
時
財
政
対
策

債
の
合
計
額
に
占
め
る
割
合
で
す
。

　

２
０
１
８
年
度
で
県
内
自
治
体

に
お
い
て
は
最
高
で
96・２
、
最
低

で
83・１
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度

と
比
較
し
て
劇
的
に
弾
力
性
が
改

善
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
自
治
体
は

あ
り
ま
せ
ん
。

�
○
人
口
１
人
当
た
り

　

人
件
費
・
物
件
費
等

�

決
算
額

　

人
口
１
人
当
た
り
の
人
件
費
、

物
件
費
及
び
維
持
補
修
費
の
合
計

体
の
広
報
誌
の
決
算
報
告
で
住
民

１
人
当
た
り
の
借
金
の
額
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
受
け
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
財
政
関
係
の
指
標
は

借
金
や
経
常
経
費
ば
か
り
が
注
目

さ
れ
が
ち
で
す
が
、
近
年
、
財
務

省
は
全
国
の
自
治
体
で
積
み
あ

が
っ
て
い
る
通
称
財
調
と
い
わ
れ
る

こ
の
基
金
を
問
題
視
し
て
い
ま
す
。

各
自
治
体
の
年
度
末
残
高
を
そ
の

年
度
内
の
元
旦
現
在
の
人
口
で
除

し
、
人
口
１
人
当
た
り
の
金
額
を

算
出
し
ま
し
た
。
２
０
１
８
年
度

末
で
最
多
が
２
０
４
、６
０
４
円
、

最
小
が
３
、３
１
９
円
と
な
っ
て
お

り
、
自
治
体
に
よ
っ
て
か
な
り
ば
ら

つ
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
あ
ま
り
表
に
出
る
こ
と
が
な
い

金
額
で
す
が
、
そ
の
財
政
当
局
の

考
え
方
ひ
と
つ
で
差
が
出
て
く
る
の

で
、
県
内
で
の
多
様
さ
が
浮
き
彫

り
と
な
り
ま
し
た
。

○
人
口
千
人
当
た
り

�

職
員
数

　

県
は
警
察
や
学
校
、
各
種
研
究

で
す
。
た
だ
し
、
人
件
費
に
は
事

業
費
支
弁
人
件
費
を
含
み
、
退
職

金
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

２
０
１
７
年
度
は
豪
雪
が
あ
り
、

総
じ
て
前
年
よ
り
増
嵩
し
て
い
る

傾
向
が
窺
え
ま
す
。
最
小
が

１
０
３
、３
１
９
円
、
最
大
が
２
１

８
、９
８
５
円
。
ち
な
み
に
市
町
村

の
全
国
平
均
は
１
３
１
、０
５
４
円
、

富
山
県
平
均
は
１
１
９
、６
２
７
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
将
来
負
担
比
率

　

地
方
公
社
や
損
失
補
償
を
行
っ

て
い
る
出
資
法
人
等
に
係
る
も
の

も
含
め
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
会

計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質
的

な
負
債
の
標
準
財
政
規
模
を
基
本

と
し
た
額（
注
４
）に
対
す
る
比
率
。

　

地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
等
の

借
入
金
（
地
方
債
）
や
将
来
支
払
っ

て
い
く
可
能
性
の
あ
る
負
担
等
の
現

時
点
で
の
残
高
を
指
標
化
し
、
将

来
財
政
を
圧
迫
す
る
可
能
性
の
度

合
い
を
示
す
指
標
と
も
い
え
ま
す
。

機
関
等
が
あ
り
ま
す
し
、
面
積
や
公

立
保
育
所
数
な
ど
で
必
要
と
さ
れ
る

要
員
数
が
違
っ
て
き
ま
す
の
で
、
単

純
に
比
較
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
県
内
市
町
村
で
最
少
は
５・

22
人
、
最
多
が
13・
19
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ど
こ
の
自
治
体
も
こ
れ
ま

で
の
行
革
合
理
化
や
合
併
に
よ
り
疲

弊
し
き
っ
て
お
り
、住
民
に
寄
り
添
っ

た
行
政
を
実
現
す
る
た
め
に
も
単
に

減
ら
せ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
か
ら

の
脱
却
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

　

国
家
公
務
員
行
政
職
俸
給
表

（
一
）
の
適
用
者
の
俸
給
月
額
を

１
０
０
と
し
た
場
合
の
地
方
公
務

員
一
般
行
政
職
の
給
与
水
準
。

　

職
員
構
成
を
学
歴
別
、
経
験
年

数
別
に
区
分
し
、
地
方
公
共
団
体

の
職
員
構
成
が
国
の
職
員
構
成
と

同
一
と
仮
定
し
て
算
出
す
る
も
の
で

あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
仮
定
給

料
総
額
（
地
方
公
共
団
体
の
学
歴

別
、
経
験
年
数
別
の
平
均
給
料
月

報告／ 2018年度決算で見る県内16自治体の財政状況

※�

◎
の
項
目
は
２
０
１
８
年
度
決
算
の

速
報
値
が
公
表
さ
れ
て
い
る
項
目
、

〇
の
項
目
は
２
０
１
７
年
度
の
決
算

カ
ー
ド
の
み
に
公
表
さ
れ
て
い
る
項

目
で
す
。
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参加者・レポート募集中

第38回地方自治研究全国集会

日　時
2020年10月10日（土）14：00～ 12日（月）12：00

会　場

第１日目

10月10日（土）  14：00～ 18：15
全体集会 　リンクステーションホール青森

＜ 基調提起、記念講演「今後めざすべき自治のかたち」、
パネルディスカッション＞

第２日目
10月11日（日）　9：00～ 16：00
各分科会 　青森市内の３会場、市外の２会場

第３日目
10月12日（月）  9：00～ 12：00
全体集会 　リンクステーションホール青森

＜特別記念講演「SDGsと今後の自治体」＞

☆青森自治研レポート募集中☆
　青森自治研では、議論を深めるため、自治体行政や地域政策に関する実践活動のレポートや研究論文を、
自治労組合員をはじめとして地域公共サービス関係者や市民、地域の研究者など幅広く募集しています。
寄せられたレポート・論文は第15回地方自治研究賞の審査対象となります。
　レポートは6,000字、図表資料等を含めて１万字以内、論文は8,000字、図表資料等を含めて１万字
以内でお願いします。提出期限は、第１次締切が７月17日(金)、最終締切は８月５日(水)です。所属の組合・
自治労県本部を経由して応募してください。

参加お申込み・お問い合わせは所属の組合または自治研センターまで。

　「創ろう、市民自治のゆたかな社会」をメインテーマ、「模索する持続可能な公共空間」をサブテーマ
として、「第38回地方自治研究全国集会」（青森自治研）が青森市で開催されます。
　全国集会では、現在、参加者を募集するとともに、分科会での議論を深めるため、自治体行政や地域
政策に関する実践活動のレポートや研究論文を募集しています。

2020
10/10土
～12月

注１：基準財政収入額
	 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するため

に、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するも
のであり、次の算式により算出される。

　　　標準的な地方税収入× 75 ／ 100＋地方揮発油譲与税等

注２：基準財政需要額
	 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準にお

ける行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、行政項
目ごとに、次の算式により算出される。

　　　 単位費用
（測定単位１当たり費用）

 ×  測定単位
（人口・面積等）

 ×  補正係数
（寒冷補正等）

注３：経常一般財源
	 毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されない収入。具体

的には、地方税（都市計画税等を除く）、地方譲与税、市町村たばこ税都道府県交付金、
地方特例交付金、普通交付税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付
金、分離課税所得割交付金、道府県民税所得割臨時交付金、地方消費税交付金、ゴル
フ場利用税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、交通安全対策特別交付
金、国有提供施設等所在市町村助成交付金並びに経常的に収入される使用料、手数料、
財産収入及び諸収入等のうち使途の特定されないものを指す。

注４：標準財政規模を基準とした額
	 標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財

源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。なお、地方財政
法施行令附則第10条第１項及び第2項の規定により、臨時財政対策債の発行可能額
についても含まれる）から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額。
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